




巻頭言

法総研所長に着任して

法務総合研究所長　　　

佐久間　達　哉　　

１　はじめに

　この度，国際協力部（ICD）を所管する法務総合研究所（法総研）の所長を務めること

になりました。2011 年から２年間，同じ法総研傘下の国際連合研修協力部が運営する国

連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI，アジ研）の所長を務めましたが，ICD が行って

いるような法整備支援の仕事に関わるのは今回が初めてです。関係者の皆様には御指導の

ほどよろしくお願い申し上げます。

　さて，着任から１か月余でこの原稿を書いていますが，阪井 ICD 部長からブリーフを

受け，いくつかの本邦研修で表敬訪問に訪れた研修員の方たちと接した程度で，未だ法整

備支援について格別の経験もありません。そこで，最近感じたこと，これまで考えてきた

ことの中から法整備支援に関連しそうなことをいくつか取り上げて，御挨拶に代えたいと

思います。

２　ボアソナードと鶴田皓

    法務省大臣官房司法法制部が発行する司法法制部季報 142 号（2016 年６月）に，中央

学院大学法学部講師の髙田久実氏が，「拷問制度と旧刑法典の編纂－偽証と誣告の狭間に

－」と題して，明治 15 年（1882 年）施行の旧刑法典の立案に際し，その草案を起草した“日

本近代法の父”ボアソナードと日本人編纂委員であった司法省官吏の鶴田皓の偽証罪と誣

告罪の法定刑の在り方を巡る応酬についての論考を寄稿されている。

　ごく大雑把に応酬の経緯を紹介すると，当初，ボアソナードが誤った裁判に直結する偽

証（陥害という人を罪に陥れる類型のもの）を誣告よりも重く罰すべきであるとしたのに

対し，鶴田は両罪は似た罪であり，誣告の方がより計画的ですらあるなどとして，両罪を

同等か，むしろ誣告を重く罰すべきであるとして対立した。途中，ボアソナードは，両罪

を同等か，むしろ誣告を重く罰する方向に迷う姿勢を見せたものの，再び偽証重罰説に戻っ

て対立した後，結局，両罪は同質でその刑を区別することは困難などとして両罪の法定刑

を等しくするという鶴田の提案に応じたというのである。

　髙田氏の論考は，両者の意見の対立が，両者の裁判観の相違や当時未だ公式の制度とし

て生きていた拷問に対する姿勢（直ちに廃止すべしとするボアソナードに対し，鶴田は廃

止を是とする一方で，すぐには変わらない現状を前提にしていたようである。）に影響さ

れたものであることを指摘して興味深いが，同時に感心したのは，ボアソナードの相手の

意見に耳を傾ける誠実さ・柔軟さと鶴田の臆せず信ずるところを述べ，相手を説得する器

量である。近代法整備を急ぐ明治政府に請われてパリ大学の教職を捨て法律顧問として来
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日したボアソナードが当時政府内で絶大な影響力を誇っていたのに対し，鶴田は，中国法

を学び，維新後に中国律等にならった刑事法の編纂に携わったとはいうものの，近代法に

関しては司法省調査団の一員として渡仏した際にボアソナードの講義を受けたほかに見る

べきものもないことを考えると，二人の応酬は稀有の出来事のように思われる。

　我が国の法整備支援がモットーとする対象国のオーナーシップの尊重は，このような経

験にも裏打ちされたものであろうか。

３　法制度の実相

    外国法に関しては，成文法の字面を理解・比較するだけでも苦労することが多いが，ま

してや実際にそれがどのように運用されているかを知るのは至難の業である。1993 年か

ら３年間，米国ワシントン D.C. の日本大使館に書記官として勤務したとき，私はこれを

実感した。

　当時，D.C. は何年かに一度単位人口当たりの殺人事件の発生率が全米一になるような

極めて治安の悪い都市であり，地元紙のワシントン・ポストがなぜ D.C. の治安がかくも

悪いのかをシリーズで検証した。その中にポストの記者が当直勤務に就く警察署の刑事の

ペアに同行取材した記事があった。切り抜きをなくしてしまい，何度も思い返す中でディ

テールは相当に怪しくなっているが，夜，ある通りに死体が転がっているという通報を受

けて刑事たちが現場に急行し，二人で初動捜査に当たっていると，いくらもしないうちに

署から連絡があり，次の殺人現場に行くよう指示され，このようなことの繰り返しで，二

人の刑事が一晩の内に何件もの殺人事件に対応しなければならない現実を伝えていた。こ

れを裏付ける統計なども添えられていたように思うが，要は初動捜査もままならないほど

の圧倒的なリソース不足を指摘したものであり，殺人事件があれば鑑識課員を含め大勢が

出動して初動捜査に当たる日本の捜査風景を見慣れた目には一種のカルチャーショックで

あった。ラフ・ジャスティスといわれるような刑事司法の運営がなされていることは渡米

前から側聞していたし，一般に無期以下の刑に関するえん罪についてはほとんどニュース

にもならない米国社会の裁判観も滞在中に知り（私が D.C. に滞在した３年間にえん罪関

連のニュースで目にした唯一のものは，無期刑を受刑中の男性が他の男性受刑者から性的

被害を受け，HIV に感染させられた後，無実であることが判明して恩赦により釈放された

という，言わば二重の災難に遭った事例であった。），それがなぜなのか疑問に思っていた

が，その核心に触れた気がした。特に治安の悪かった D.C. の話であり，一般化には慎重

でなければならないとしても，膨大な事件に対応すべき捜査側のリソースの不足は証拠の

不足につながり，検挙率を低迷させるが，それにとどまらず，犯罪，特に凶悪事件の犯人

を検挙・処罰すべしとの社会の欲求は，犯罪が多いことによって高まりこそすれ，低くな

ることはないから，結局，有罪立証のハードルを下げてえん罪の発生を増加させることに

なるのだろうと考えた。以来，現実に刑事司法制度を規定していく要因に興味を覚えるよ

うになった。

　内容も証拠の状況も千差万別な膨大な数の事件について，有罪立証のハードルの高低を
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実証的に明らかにすることは極めて困難だが，帰国後いつ頃のことだったか，米国の死刑

制度を扱う NGO，Death Penalty Information Center のホームページで，米国で死刑制度が

停止中であった 1973 年以降（米国では，1972 年の連邦最高裁判決ファーマン対ジョージ

アで少なくとも死刑の宣告（手続）が恣意的だとして違憲とされたことにより，各州の死

刑制度は事実上停止し，その後判決に沿って改正された州法が 1976 年に連邦最高裁によ

り合憲とされたことにより再開された。），無実であることが判決確定後に判明して州知事

の恩赦等により釈放された死刑囚が 100 人以上に上ることを知った（現時点では 156 人に

まで増加しており，2000 年代に入ってから，DNA 型鑑定の導入等により釈放のペースが

それまでの年約３人から年約５人に増えている。）。日本でも第二次世界大戦後の 10 年間

に起きた４事件で死刑囚４人の再審無罪が確定しており，事件数の差も考慮に入れなけれ

ばならないが，米国の場合は比較的新しい判決に関するものが少なからず含まれているこ

となどにも照らすと，米国の有罪認定の実情を示すものと考えられ，意を強くした。

　結局，一国の法制度は，法律の中身はもちろん，これを運用する法曹その他の人材や法

制度を支える様々なリソースが揃って初めて十全なものとなるのであり，法整備支援にお

いて，法曹の養成に力が入れられているのは極めて重要なことであると思う。さらに必要

なリソースの投入を可能とする経済的発展に法整備支援関係者も留意する必要があるとい

うことであろうか。

４  司法機関の汚職

    法整備支援の対象国は，おしなべて汚職の問題が深刻であり，発展を阻害する要因となっ

ている。捜査機関を含む司法部門もその例外ではなく，裁判所の汚職が最も深刻と考えら

れている国すらある。法の支配の実現を目指す法整備支援にとっても重要な関心事である。

　日本と国連の協定により設立された刑事司法研修機関である UNAFEI では，国連腐敗

防止条約の採択・発効等を踏まえ，毎年，汚職防止刑事司法研修や東南アジア諸国のため

のグッドガバナンス・セミナーを開催しているが，それらを通じて，東南アジアには汚

職対策の成功例としてシンガポールと香港の取組があり，この二つにならって汚職摘発

と防止のための独立機関を設ける国が多いことを知った。シンガポールでは 1967 年に，

香港では 1974 年にそれぞれこのような独立機関が設置されているが，いずれもそれまで

慣行として賄賂の授受が行われていたような汚職まみれの社会を，積極果敢な摘発と様々

な予防措置の構築，効果的な教育・啓発で比較的短期間に改善したとされ，2015 年の

Transparency International の Corruption Perceptions Index においても，シンガポールが８位，

香港が日本と並んで 18 位とクリーンな方に位置付けられている。

　独立機関を設置するのは，汚職摘発の役割を期待される警察自身もまた汚職にまみれて

おり，かつ，権力者を摘発することが期待できないからであるが，講師として香港等から

招いた独立機関幹部によれば，成否を分ける最も重要な要素は政治的意思であり，政府が

どれだけ本気で汚職と戦うつもりかが鍵を握るとのことであった。シンガポールも香港も

格別資源・産業を持たず，交易と金融で発展を図るためには汚職を制することが不可欠で
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あるとの自覚に基づく政治の強いリーダーシップがあったということであろう。

　ところで，日本は相対的に汚職の少ない社会であり，特に選挙に金のかかる政治家を除

く一般公務員の汚職は希なものと考えられているが，これも必ずしも所与のものではな

かったようである。警察大学校長を務められた田村正博氏から伺ったところによれば，日

本でも明治時代には警察官の不正が多かったそうで，１年間に警察官の約５％が懲戒免職

になった県もあり，汚職をしないと家族を養えないため妻帯者は採用しないところもあっ

たようである。警察学校の教官として招いたドイツ人から汚職を減らすためには給与を他

の公務員より高くし恩給制度を設けるべきだとの提言があったが，第二次世界大戦前は実

現せず，戦後の公務員給与制度改革の結果としてこれらが実現して，警察官の汚職が減っ

たというのであり（警察学論集 65 巻９号 108 頁にも紹介されている。），我々も自分たち

で思いたがるほどには倫理的に優れているわけではなさそうである。

　してみると，対象国の汚職の深刻さを示すエピソードなどを聞かされる度に暗澹たる気

持ちになるが，それらの国においても汚職の少ない社会や司法を実現することは我々が考

えるほど絶望的なものではないのかもしれない。

５　法整備支援のキャリア

    法務省では，裁判官からの転官者を含め，検事を国際協力機構（JICA）の長期専門家

として法整備支援の対象国に派遣している。現在，ベトナム，カンボジア，ラオス，イン

ドネシアに合計７名を派遣しており，ミャンマーが交代期間中である。

　これらの専門家は，２年前後の任期で，現地で法律アドバイザーとしてプロジェクトを

実施する対象国の機関に各種助言活動を行うほか，法制度の実情調査，必要な支援の企画・

立案，関係機関との連絡・調整，現地ワークショップでの講演等の業務を行っており，言葉

の問題も含め，任務と生活の両面で苦労することが多いはずであるが，極めて面白かった

と振り返る者が多く，再度の派遣を希望する者も少なくない。前例も手本もない中で，自

分で考え，自分の裁量で仕事を進めていく醍醐味が諸々の苦労を補って余りあるのではな

いか。各自のパフォーマンスを客観的に計る指標はないが，おおむね対象国からも評価さ

れているようであり，少なくとも本人が伸び伸びやっていることは間違いなさそうである。

　このような経験は自ら考えて行動する力を鍛え，自らの職分を外から見る機会を与えて

若い検事達を法曹として一回り成長させるが，他方で，検察の現場に戻ると外にいたとき

ほど伸び伸びと力を出しきっていないのではないかと思われる例もまま見られる。これは

他の機関への出向者にも見られるが，もとより職務の性質上ある程度裁量の幅が小さくな

るのは致し方ないとしても，必要以上に細かな介入をしてタガをはめ，活力を殺していな

いか，あるいは三ヶ月章博士が，日本の法律家は日本独自の特殊な環境の下でそれぞれの

「蛸壺」の中に安住して己のプロフェッションとしての責任の磨き上げが足りないと指摘

されたように（ICD NEWS 第３号巻頭言），検察もまたその弊に陥っているのではないか

について，十分自省する必要があるように思う。また，長期専門家等として活躍した経験

をいかすことができるキャリア・パスの在り方も考えていく必要があろう。
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氏名 所属 性別 備考

すみだ　ゆうこ 東京法務局

城南出張所

登記官

はまおか　ゆきお 横浜地方法務局

法人登記部門

登記相談官

もり　まさひろ 千葉地方法務局

市川支局

登記官

おおた　ゆうすけ 民事局

商事課

商業法人登記第三係長

かみやま　つよし 最高裁判所

事務総局民事局第三課

調査員

パク　ソクホ ソウル家庭法院

0

法院事務官

イ　ジョンリョル チョンジュ地方法院

0

法院主事

チョン　ヨンホ プサン家庭法院

0

法院主事補

イ　ユンホ インチョン地方法院

0

法院主事補

チョン　ジュシク ソウル中央地方法院

0

法院主事

法務総合研究所
国際協力部教官　　　　大西宏道
主任国際協力専門官　下岡純一
国際協力専門官　　　　遠藤裕貴

大韓民国法院公務員教育院

法院書記官　李性民（イ　ソンミン）

法院主事補　李相俊（イ　サンジュン）

第17回日韓パートナーシップ共同研究員名簿

大
韓
民
国
側
研
究
員

1 男 不動産登記
朴奭滸

2 男 不動産登記
李宗烈

3 男 戸籍
鄭容昊

4 男 民事執行
李潤鎬

5 男 商業登記
鄭柱植

日
本
側
研
究
員

1 女 不動産登記
住田　優子

2 男 戸籍
濱岡　夕希雄

3 男 不動産登記
森　正裕

4 男 商業登記
太田　裕介

5 男 民事執行
神山　剛
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月 曜 9:30 14:00

日 12:30 17:00

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 実務研究(1)

（浦安総合センターB６・７セミナー室）

実務研究(2)

日本側研究員のみを対象とした実務研究（日本側回答の内容検討）

（韓国側研究員入寮） （浦安総合センターB１教室）

(サンクン広場)

見学(10:00-12:00) 講義(14:30-17:00)

さいたま地方法務局

（法務省赤れんが棟第四教室）

実務研究（5）

個別協議

（浦安総合センターB１教室） （浦安総合センターB１教室）

見学(14:00-15:30) 総合発表準備

最高裁判所 東京地方裁判所

（法務省赤れんが棟第四教室）

9:35-9:50 総合発表準備 総合発表 （14:00-16:30） 閉講式（16:45-17:15)

韓国側研究員による発表

（日本側研究員退寮）

（法務省赤れんが棟第六教室） （法務省赤れんが棟第六教室） （法務省赤れんが棟第六教室）

国際協力部教官と韓国側研究員との意見交換 資料整理・帰国準備

（浦安総合センターB６・７セミナー室）

12:20東京（羽田空港）発→14:40 ソウル（金浦空港）着（KE2708)

（法務省赤れんが棟第四教室） （法務省赤れんが棟第四教室）

「日本における民事執行制度とそれを取り巻く最近の実務上の諸問題」

最高裁判所事務総局民事局参事官　遠藤　康浩

（韓国側研究員退寮・帰国）

見学(11:00-12:00)

講義（14:00-17:00)

「不動産登記制度１５０年の歴史」

6
/
23

木

6
/
21

火

6
/
22

水

都城市代表監査委員　新井　克美

6
/
18

土

6
/
20

月

6
/
19

日

6
/
17

金

9:00 ソウル（金浦空港）発→11:05 東京（羽田空港）着（KE2707)

6
/
14

実務研究（4）

日本側研究員からの回答発表及び全体協議 法務総合研究所長主催
意見交換会

記念撮影
日本側研究員からの回答発表及び全体協議

6
/
16

木

実務研究(3) 12:00-13:30

（日比谷パレス）

6
/
15

水

民事局長
表敬

第１７回日韓パートナーシップ共同研究（日本セッション）日程表
【　指導教官：大西教官  　事務担当：下岡主任専門官，遠藤専門官  】

備考

6
/
13

月
日本側研究員のみを対象とした実務研究（日本
側回答の内容検討）（日本側研究員入寮）

火
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ても同様に再生型の倒産制度（compromise，arrangement）が不十分であるが定められ

ており，この手続は，倒産手続中か否かを問わず，開始することが可能であるとのこ

とである。

　このとおり，ミャンマーには倒産法制度は一応存在するものの，裁判所による倒産

手続は，現状ほとんど利用されておらず，また，世界銀行が毎年発行している『Doing 

Business』の 2016 年版によるとミャンマーの倒産制度は，189 か国中 162 位と評価さ

れている。

⑵　目的等

　こうしたミャンマー倒産法の現状の改革について，連邦最高裁判所は強い関心を有

しており，司法戦略計画に基づく 2016 年活動計画においても，同改革が盛り込まれ

ている。

　本プロジェクトにおいては，連邦最高裁判所から，倒産法について，政策立案等を

含む作業に対する支援を要請されたことなどを契機とし，平成 27 年（2015 年）８月

末から，連邦最高裁判所との間で，倒産法制の改革に関する活動を実質的に開始して

いる。すなわち，本プロジェクトでは，連邦最高裁判所との間で倒産法制度に関する

ワーキンググループを設けて，現行法制度の調査研究，シンガポール及びインドの倒

産手続改革に関する情報の提供を行うなどして，ミャンマーにおける倒産法制度改革

の支援を行っている。

　今次研修においては，これまでの現地活動に加え，倒産法制度一般に関する知識の

更なる拡充を目指して講義を行うなどし，ミャンマーにおける倒産法制の改善に向け

た議論に参加できる人材を育成するとともに，政策の企画立案の手法等について知見

の提供を行うなどして，今後，ミャンマーが効率的な倒産法制を築いていく上での礎

にすべく実施することとしたものである。

第２　研修の概要

　今次研修の概要は，大きく⑴　倒産法制度一般に関する知識の拡充，⑵　倒産法制度改

革のプロセスの改善，⑶　倒産法制度改革の基本的枠組に関する議論の深化を目的とする

研修に分けられる。以下講義等のアウトラインについて簡単に記載する。

１　倒産法制度一般に関する知識の拡充

⑴　「民事法制における倒産法の意義」

　慶應義塾大学大学院法務研究科の松尾弘教授から，事例（相殺の事例，担保権が設

定された事例，代物弁済された事例）などを用い，倒産時における債権者の権利の保

護，権利の変容などについて，民法等の基本法と比較しながら御講義いただいた。

　⑵　「倒産法基礎」

　千葉大学大学院専門法務研究科の杉本和士准教授から，倒産法制度の必要性，法的

整理と私的整理，倒産手続の目的と分類，破産手続，民事再生手続の基本的な流れ，

手続期間の役割及び責任などについて御講義いただいた。
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⑶　「再生型倒産制度」

　一橋大学大学院法学研究科の水元宏典教授から，日本の倒産法制度の歴史，会社更

生と民事再生の違い，民事再生についての具体的な手続などについて御講義いただい

た。

⑷　管財人について

　ひいらぎ総合法律事務所の多比羅誠先生から，管財人の役割，管財人の心構え，管

財人による財産換価の重要性，管財人による売掛金や貸金回収の重要性，監督委員の

役割（職務，調査，債権調査のチェックなど），管財人・監督委員に求められる資質，

選任を避けるべき利害関係人，選任基準，人材育成などについて，弁護士としての立

場から御講義いただいた。

２　倒産法制度改革のプロセスの改善

　「民事関係法令の起草について」，「倒産法制の改正経緯について」

　民事局内野宗揮参事官から，日本における法律の制定過程について，民事局所管法令

の立法過程について，日本の倒産法制度の立法・制定過程，倒産法制度の改正，民事再

生法の制定過程における実体法との調整などについて御講義いただいた。

３　倒産制度改革の基本的枠組に関する議論の深化

　「新しい倒産制度を構築するにあたり考慮すべき事項」，「倒産法制の改革の基本的な

枠組み」

　日本の倒産実務をリードされている園尾隆司先生（元裁判官）から，日本の倒産法制

度の歴史とその評価，日本の倒産法制度の歴史から学ぶべきこと（最先端の法津を導入

することにより最先端の運用が生まれるわけではない，日本の旧倒産法制度が機能しな

かった原因の分析と教訓，国情にあった制裁のレベルの検討，国情にあった適切な機関

の設置，裁判所の役割等）について御講義いただいた。また，ミャンマーにおける将来

の倒産法制度を設計する上で，どのような事項を考慮すべきかについて，ミャンマーの

実情についての意見交換を踏まえて，アドバイス等していただいた。　

　４　訪問

　東京地方裁判所民事第 20 部の中山孝雄部総括判事をはじめ裁判官，書記官の皆様か

ら，同裁判所における標準的な破産手続の流れ，民事再生事件の概要と流れ，特色，パ

ソコンを利用した事件管理等の存り方について御説明していただくとともに，債権者集

会の様子についても見学させていただいた。

５　発表

　最終日，園尾先生，多比羅先生にも御参加いただき，ミャンマー側参加者を二つに分

けて，グループを作り，それぞれのグループから，「新しい倒産法制度の基本的な考え

方」，「管財人に求められる資質や選任方法」について発表があった。参加者については，

各所属機関の了解を得ておらず，正式な見解ではないことを前提に発表してもらい，前

者については，新倒産法について清算型，再生型を含めたもので，かつ，個人破産と法

人破産を併せたものが望ましいとの発表があった。後者については，法務官，執行官，

135ICD NEWS　第68号（2016.9）

ICD68G-17.indd   135 2016/09/16   10:53:12



弁護士などが望ましいとの発表があった（会計士が望ましいとの意見はなかった。）。

第３　おわりに

　今次研修が充実したものとなったのは，関係者の皆様の御協力及び御尽力のおかげであ

り，改めて，園尾先生，多比羅先生，松尾先生，水元先生，杉本先生，中山部総括判事を

始めとする東京地方裁判所の皆様，内野参事官，公益財団法人国際民商事法センターの皆

様，その他多くの関係者の方々に，心から御礼を申し上げたい。また，本稿第１の２で記

載した情報は現地で活動中の小松専門家の調査の結果であり，その活動にも敬意を表した

い。

　最後に，倒産法支援分野は，アジア開発銀行など国際ドナーとの役割分担が難しい分野

であり，ややもするとドナー間の競争に巻き込まれる可能性があるが，ミャンマーの実情

に沿った倒産法制が構築されるべく，当部としては，関係者の皆様の協力を得ながら，ミャ

ンマーに寄り添って，プロジェクト活動をバックアップしていきたいと考えている。
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別添１

キン　マウン　ウィン
Khin Maung Win

ヌエ　ヌエ　アウン
Nwe Nwe Aung

タン　タン　ティント
Than Than Tint

ター　ター
Htar Htar

マー　ラー　トゥッ
Ms. Mar Lar Htut

テイン　タイッ　ウー
Mr. Thein Htike Oo

ミー　ミー　トゥェ
Ms. Mie Mie Htwe

キン　チョー　オウン
Ms. Khin Cho Ohn

ゾー　ゾー　トゥェ
Mr. Zaw Zaw Htwe

キン　サンダー　トゥン
Ms. Khin Thandar Tun

ティダ　アウン
Ms. Thida Aung

ヌゥェ　ニー　ウィン
Ms. Nwe Ni Win

サイ　チョー　チョー
Mr. Sai Kyaw Kyaw

アウン　チョー　タン
Mr. Aung Kyaw Than

13 Deputy Director, Bank Supervision Department, Central Bank
中央銀行　銀行監督局　副部長

14 Assistant Director, Financial Institutions Regulation and Anti-Money Laundering Department, Central Bank
中央銀行　金融機関規制・反マネーロンダリング局　部長補佐

連邦最高裁判所　法案起草局　部長補佐

Assistant Director, Law and Procedure Department, Supreme Court of the Union

Assistant Director, Law and Procedure Department, Supreme Court of the Union

Ms.
Deputy Director, Civil Justice Department, Supreme Court of the Union

7

Deputy Director, Law and Procedure Department,  Supreme Court of the Union

5

Assistant Director, Law and Procedure Department, Supreme Court of the Union

ミャンマー法整備支援プロジェクト第７回本邦研修　研修員

1
Mr.
Chairman of Judicial and Legal Affairs Committee / Member of Commission for Assessments of Legal Affairs and Special Issues, Pyithu Hluttaw

2

連邦議会（下院）議員　（司法・法務委員会委員長，法務・特別問題査定審議会委員）

連邦議会（上院）議員（モン州第２選挙区代表，法案委員会委員）

連邦最高裁判所　民事局　副部長

連邦最高裁判所　法案起草局　副部長

Director, Legislative Vetting and Advising Department, Union Attorney General's Office

3

6

連邦最高裁判所　法案起草局　部長補佐

連邦最高裁判所　法案起草局　部長補佐

4
Ms.

10 Law Officer, Legislative Vetting and Advising Department, Union Attorney General's Office

【研修担当/Officials in charge】

教官 / Professor 野瀬 憲範（NOSE　Kazunori）

Ms.
Representative of Mon State Constituency 2 / Member of Bills Committee, Amyotha Hluttaw

8 Director General, Prosecution Department, Union Attorney General's Office

9

11 Deputy Director, Directorate of Investment and Company Administration, Ministry of Planning and Finance

連邦法務長官府　検察局長

連邦法務長官府　法案審査助言局　部長

連邦法務長官府　法案審査助言局　部付検事

国際協力専門官 / Staff Ｏｆｆｉｃｅｒ 井倉 美那子(INOKURA Minako)  

国家計画経済開発省　投資企業管理局　副部長

12 Staff Officer, Directorate of Investment and Company Administration,  Ministry of Planning and Finance
国家計画経済開発省　投資企業管理局　部付
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別添２

活動報告【国際研修・共同研究】ミャンマー法整備支援プロジェクト第７回本邦研修　別添２.xlsx

14:00

00:7103:21

移動日

00:6100:5100:3100:1103：9

局制法院議衆室議会用共　がんれ赤ＣＩＴ

10:00 12:45 00:7100:41

民事局参事官室

室議会用共がんれ赤員修研室議会用共がんれ赤揮宗　野内　官事参

00:7100:4103:2100:01

 慶應義塾大学大学院法務研究科  慶應義塾大学大学院法務研究科

室議会用共がんれ赤弘　尾松　授教室議会用共がんれ赤弘　尾松　授教

00:7100:4154:3151:2100:2100:01

科究研務法門専院学大学大葉千科究研務法門専院学大学大葉千

准教授　杉本　和士 赤れんが　共用会議室 日比谷パレス 准教授　杉本　和士 赤れんが　共用会議室

00:7100:4103:2100:01

科究研学法院学大学大橋一科究研学法院学大学大橋一

室議会用共　がんれ赤典宏　元水　授教室議会用共　がんれ赤典宏　元水　授教

00:7100:4103:2100:01

民事局参事官室

室教一第　がんれ赤揮宗　野内　官事参室教一第　がんれ赤誠　羅比多　士護弁

00:7100:4103:2100:01

所務事律法ひさあ村西所務事律法ひさあ村西

室議会用共　がんれ赤司隆　尾園　士護弁室議会用共　がんれ赤司隆　尾園　士護弁

00:7100:4103:2100:01

所務事律法ひさあ村西所務事律法ひさあ村西

室議会用共　がんれ赤司隆　尾園　士護弁室議会用共　がんれ赤司隆　尾園　士護弁

00:2100:01 51:7103:31

室議会用共　がんれ赤部０２事民裁地京東

10:00 12:10 12:30

ひいらぎ総合法律事務所　弁護士　多比羅　誠

西村あさひ法律事務所　弁護士　園尾　隆司 赤れんが　共用会議室 赤れんが　共用会議室

木

6 備準表発問訪所判裁

／

23

金

6 発表「倒産法制の改革の基本的な枠組み」及び総括質疑
（ミャンマー側からの総合発表）

【評価会／修了式】

／

24

13:30

6
土 移動日／

25

水

6 講義「倒産法制の改革の基本的な枠組み」

／

22

講義「倒産法制の改革の基本的な枠組み」

21

月

6 講義「管財人の倒産制度における役割，求められる資質及び育成方
法」

講義「倒産法制の改正経緯について」

／

／

／

20 ひいらぎ総合法律事務所

火

6 講義「新しい倒産制度を構築するに当たり考慮すべき事項」 講義「新しい倒産制度を構築するに当たり考慮すべき事項」

／

6
土

18
6

日
19

金

6 講義「清算型倒産制度」 講義「再生型倒産制度」

／

17

木

6

／

16

水

6

／

15

火

6

／

／

14

ミャンマー第7回本邦研修日程表

日 曜
10:00

6
日

12

ＪＩＣＡブリーフィング6

／ 月

13

学見会国ンョシーテンエリオＤＣＩ

所長主催
意見交換会
・写真撮影

講義「倒産法基礎」 講義「倒産法基礎」

講義「民事法制における倒産法の意義」 講義「民事法制における倒産法の意義」

ミャンマー側からの発表講義「民事関係法令の起草について」

あ あ
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インドネシア法・司法人材育成強化共同研究

国際協力部教官　　　

石　田　正　範　　

第１　はじめに

当部は，インドネシア共和国（以下「インドネシア」という。）における法整備支援活

動として，従前から種々の共同研究等を実施し，平成 19 年ないし平成 21 年の間には，独

立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）による同国最高裁判所を実施機関とす

る「インドネシア和解・調停制度強化支援プロジェクト」に全面的に協力し，同プロジェ

クト終了後は同裁判所と共同研究等を実施するなどしてきたところであるが，今般，平成

27 年 12 月から，JICA による新規プロジェクトとして，同裁判所に加え，同国法務人権

省法規総局1（以下「法規総局」という。）及び同省知的財産総局2（以下「知財総局」という。）

をも実施機関とする「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェ

クト」（以下「本プロジェクト」という。）3 が開始された。

当省は，本プロジェクトについても全面的に協力し，平成 28 年２月から検事２名をイ

ンドネシアへ長期派遣するなどもしている。

一方，本プロジェクトのインドネシア側実施機関のうち，インドネシア最高裁判所及び

知財総局は，長年にわたり当省又は日本の特許庁の支援を受けるなどした経験があり，日

本側関係機関との間に一定の人的関係が存するのに対し，法規総局はその経験がなく，当

部と法規総局との間の人的関係もほぼ皆無の状況にあったほか，本プロジェクトについて

は，その開始からまだ間もないこともあり，法規総局を実施機関とする部分の具体的活動

内容については，長期派遣中の検事を介するなどして法規総局と協議，検討を継続しては

いるものの，未だ確定しておらず，今後更なる協議，検討を進めていく必要があった。

そこで，本プロジェクトの開始間もない平成 28 年５月 21 日ないし 29 日の間（移動日

含む）4，法規総局幹部に日本の立法過程，関係機関の位置付け等について基本的な理解を

深めてもらい，今後本プロジェクトにおいて取り組むべき課題について認識の共有を図る

とともに，本プロジェクトの活動に対する法規総局側の要望を可能な限り具体的に聞き出

すほか，当部と法規総局との間の人的関係の構築を図ることなどを目的として，法規総局

長をはじめとする法規総局幹部６名5 を本邦に招へいし，インドネシア法・司法人材育成

1 日本における内閣法制局等に相当する組織である。
2 日本における特許庁等に相当する組織である。
3 平成 32 年 12 月までの５年間を予定。本プロジェクトの詳細については，横幕孝介 JICA 長期派遣専

門家が執筆した ICD NEWS 第 67 号（2016 年６月）51 ページ「［インドネシア］ インドネシア新プロジェ

クトがスタート～ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト～」を参

照されたい。
4 日程は，別添１「インドネシア法・司法人材育成強化共同研究日程表」のとおりである。
5 インドネシア側研究員は，別添２「インドネシア法・司法人材育成強化共同研究研究員名簿」のと

おりである。

143ICD NEWS　第68号（2016.9）

ICD68G-19.indd   143 2016/09/16   10:57:36



強化共同研究（以下「本共同研究」という。）を実施した。以下，その概要を報告する。

第２　本共同研究の概要

１　インドネシア側研究員による発表

インドネシア側研究員のうち，ウィドド・エカチャーヤナ総局長，プリヤント事務局長，

ナスルディン第二法制調整局長及びダハナ・プトラ法制部長から，インドネシアにおけ

る立法手続，法規総局の組織，役割等についてそれぞれ発表を受けた上，各発表者と日

本側専門家及び当部教官らとの間で，各発表の内容等に関して質疑応答を実施した。

前記各発表及び質疑を通じて，インドネシアにおける各種法令間の序列，大統領令の

位置付け，法規総局の具体的権能，アカデミックペーパー6 の役割，違憲審査制の内容，

法案作成時の省庁間の調整方法等について，日本側の理解を相当程度深めることができ，

今後本プロジェクトの具体的活動内容を検討していくに当たって有益な情報を得ること

ができた。　

インドネシア側研究生による発表

 

２　講義

⑴　「日本の立法過程」

当職から，「日本の立法過程」と題して，日本における法令の体系，中央省庁の組

織概要，法律の制定過程，内閣法制局の組織・役割，違憲審査制等について講義を実

施した。

⑵　「日本の司法制度の概要」

当部湯川亮教官から，「日本の司法制度の概要」と題して，日本の司法制度の特徴，

裁判所の組織・位置付け，刑事裁判手続，弁護士の役割，法曹養成制度等について講

義を実施した。

6 法案作成過程で作成される立法事実等が記載された書面。
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３　訪問

⑴　大阪高等検察庁

大阪高等検察庁検事長及び同庁次席検事を表敬訪問し，同検事長から同検察庁の組

織，業務内容，日本における法務省の役割等について説明を受けた。

⑵　大阪地方検察庁

大阪地方検察庁検事正を表敬訪問し，同検事正から同庁の組織，業務内容，日本に

おける検察庁の役割等について説明を受けた。

⑶　北浜法律事務所

北浜法律事務所を訪問し，同事務所の坂元靖昌弁護士及び下西正孝弁護士から，日

本の立法過程における弁護士の役割，日系投資家から見たインドネシア法令の問題点

等について説明を受けた。

⑷　大阪地方裁判所

大阪地方裁判所長を表敬訪問したほか，同裁判所で係属中の刑事裁判を傍聴し，同

裁判所裁判官から，日本の刑事裁判手続，同裁判所の事件処理状況等について説明を

受けた。

４　意見交換

インドネシア側研究員と，島田弦名古屋大学大学院教授，平石努弁護士，藤本治彦大

阪地方検察庁堺支部副支部長ら日本側専門家及び当部教官との間で意見交換を行い，そ

の中でウィドド・エカチャーヤナ総局長から，本プロジェクトの活動内容として，イン

ドネシアの法令作成に関する基本法（2011 年法律第 12 号）の改正作業への支援の要請

など，いくつかの建設的かつ具体的な提案がなされた。

第３　所感

前記のとおり，本プロジェクトにおける法規総局を実施機関とする部分については，そ

の具体的活動内容が確定しておらず，現地でのワーキンググループ等も未だ開催されてい

ない状況にあったが，本共同研究においては，これまで日本側が明確に把握しきれていな

かったインドネシアの立法過程における法規総局の役割等について，一定の理解を得るこ

とができたほか，各講義，訪問を通じて，インドネシア側研究員に日本の立法過程，関係

機関の位置付け等について知見を提供することができ，それらは，インドネシアの立法過

程，法令の整合性等に関する問題点等について，法規総局側に更なる気づきのきっかけを

提供する役割も果たせたものと思料する。

とりわけ，北浜法律事務所における，日系投資家から見たインドネシア法令の問題点に

ついての説明は，インドネシア側研究員から，「これまでに外国人からそのような話を直

接言われたことはなく，非常に参考になった。」旨の感想が得られるなど，強いインパク

トを与えた模様であった。

また，本共同研究を通じて，当部及び法規総局の関係者間で，一定の信頼関係を築くこ

ともでき，これらは今後本プロジェクトを円滑に進めていく上で有意義であると思われる。
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最後に，非常に御多忙の中，本共同研究に御協力いただいた日本側専門家の皆様，訪問

先である大阪高等検察庁，大阪地方検察庁，北浜法律事務所及び大阪地方裁判所の関係者

の皆様，並びに通訳の呼子紀子氏に対し，この場を借りて改めて深く感謝申し上げたい。

 

記念集合写真

146

ICD68G-19.indd   146 2016/09/16   10:57:37



10:00 14:00

12:30 17:00

5

／ 土

21

5

／ 日

22

5

／ 月

23 国際協力部教官
横山栄作

国際協力部教官
石田正範 国際会議室

5

／ 火

24 国際会議室
JICA本部

国際会議室
JICA本部

5

／ 水

25

国際会議室 国際会議室

5

／ 木

26

国際会議室

5

／ 金

27

大阪地方裁判所 国際会議室

5

／ 土

28

5

／ 日

29

別添１　日程表

名古屋大学大学院教授　島田弦

14:00～15:30

講義「日本の立法過程について」
大阪地検検事正　上野友慈
大阪高検検事長　伊丹俊彦　次席検事　北川健太郎
表敬

16:00～16:30大阪地検，16:30～17:00大阪高検

14:00～17:00
意見交換（インドネシアにおける立法手続と現下の課題，プロジェクト活動プランの策定に
向けて）

国際会議室

12:30～13:30

所長主催
意見交換会

10:00～12:30

インドネシア側発表（インドネシアにおける立法手続と現下の課題）

国際協力部教官　湯川亮

13:30～16:30

意見交換（プロジェクト活動プランの策定に向けて）

10:00～12:30

意見交換（プロジェクト活動プランの策定に向けて）

弁護士　平石努

平成２８年度インドネシア法・司法人材育成強化共同研究日程表

 [教官：石田教官，横山教官，湯川教官，担当専門官：伊地知統括専門官，岸田専門官 ]

月
日

13:15～16:15
総括質疑
（全体を通じての質疑応答等）

14:00～17:00

講義「日本の司法制度の概要」

曜
日

名古屋大学大学院教授　島田弦
大阪地検堺支部副支部長　藤本治彦
弁護士平石努

10:00-12:30

弁護士事務所訪問

10:00-12:00
大阪地方裁判所訪問

北浜法律事務所

移動日

移動日

移動日

ウィドド法規総局長
名古屋大学大学院教授　島田弦
弁護士　平石努

10：00～12:00

オリエンテーション

資料整理

10:00 14:00

12:30 17:00

5

／ 土

21

5

／ 日

22

5

／ 月

23 国際協力部教官
横山栄作

国際協力部教官
石田正範 国際会議室

5

／ 火

24 国際会議室
JICA本部

国際会議室
JICA本部

5

／ 水

25

国際会議室 国際会議室

5

／ 木

26

国際会議室

5

／ 金

27

大阪地方裁判所 国際会議室

5

／ 土

28

5

／ 日

29

別添１　日程表

名古屋大学大学院教授　島田弦

14:00～15:30

講義「日本の立法過程について」
大阪地検検事正　上野友慈
大阪高検検事長　伊丹俊彦　次席検事　北川健太郎
表敬

16:00～16:30大阪地検，16:30～17:00大阪高検

14:00～17:00
意見交換（インドネシアにおける立法手続と現下の課題，プロジェクト活動プランの策定に
向けて）

国際会議室

12:30～13:30

所長主催
意見交換会

10:00～12:30

インドネシア側発表（インドネシアにおける立法手続と現下の課題）

国際協力部教官　湯川亮

13:30～16:30

意見交換（プロジェクト活動プランの策定に向けて）

10:00～12:30

意見交換（プロジェクト活動プランの策定に向けて）

弁護士　平石努

平成２８年度インドネシア法・司法人材育成強化共同研究日程表

 [教官：石田教官，横山教官，湯川教官，担当専門官：伊地知統括専門官，岸田専門官 ]

月
日

13:15～16:15
総括質疑
（全体を通じての質疑応答等）

14:00～17:00

講義「日本の司法制度の概要」

曜
日

名古屋大学大学院教授　島田弦
大阪地検堺支部副支部長　藤本治彦
弁護士平石努

10:00-12:30

弁護士事務所訪問

10:00-12:00
大阪地方裁判所訪問

北浜法律事務所

移動日

移動日

移動日

ウィドド法規総局長
名古屋大学大学院教授　島田弦
弁護士　平石努

10：00～12:00

オリエンテーション

資料整理

別添１　日程表

147ICD NEWS　第68号（2016.9）

ICD68G-19.indd   147 2016/09/16   10:57:37



別添２　名簿

45 歳

1 Mr.

53 歳

2 Mr.

46 歳

3 Mr.

32 歳

4 Mr.

59 歳

5 Mr.

43 歳

6 Ms.

国際協力専門官 / Administrative Staff　岸田俊輔（KISHIDA Shunsuke）　井倉美那子（INOKURA Minako）

法務人権省法規総局事務局協力課長

ナスルディン

Nasrudin

法務人権省法規総局第二法規調整局長

【研修担当/Officials in charge】

教官 / Professor　石田正範（ISHIDA Masanori） 湯川亮（YUKAWA Ryo ) 

トゥリ・ワユニンシ

Tri Wahyuningsih

法務人権省法規総局事務局広報協力課長

法務人権省法規総局法制部長

ラディタ・アジ

Radita　Ajie

法務人権省法規総局長

プリヤント

Priyanｔｏ

法務人権省法規総局事務局長

ダハナ・プトラ

Dhahana　Ｐｕｔｒａ

インドネシア法・司法人材育成強化共同研究

ウィドド・エカチャーヤナ

Widodo　Ekatjahjana

別添２　名簿

45 歳

1 Mr.

53 歳

2 Mr.

46 歳

3 Mr.

32 歳

4 Mr.

59 歳

5 Mr.

43 歳

6 Ms.

国際協力専門官 / Administrative Staff　岸田俊輔（KISHIDA Shunsuke）　井倉美那子（INOKURA Minako）

法務人権省法規総局事務局協力課長

ナスルディン

Nasrudin

法務人権省法規総局第二法規調整局長

【研修担当/Officials in charge】

教官 / Professor　石田正範（ISHIDA Masanori） 湯川亮（YUKAWA Ryo ) 

トゥリ・ワユニンシ

Tri Wahyuningsih

法務人権省法規総局事務局広報協力課長

法務人権省法規総局法制部長

ラディタ・アジ

Radita　Ajie

法務人権省法規総局長

プリヤント

Priyanｔｏ

法務人権省法規総局事務局長

ダハナ・プトラ

Dhahana　Ｐｕｔｒａ

インドネシア法・司法人材育成強化共同研究

ウィドド・エカチャーヤナ

Widodo　Ekatjahjana

148

ICD68G-19.indd   148 2016/09/16   10:57:38



【海外出張】

法務大臣インドネシア共和国訪問

国際協力部教官　　　

石　田　正　範　　

第１　はじめに1

岩城光英法務大臣（以下「岩城法務大臣」という。）は，平成 28 年５月３日ないし５日

の間，インドネシア共和国（以下「インドネシア」という。）法務人権大臣及び同最高裁

判所長官と各会談するとともに，「日本・インドネシア間の司法・法務分野における協力

関係増進記念式典」へ出席することなどを目的として，インドネシアを訪問（以下「本訪

問」という。）したので，その概要を報告する。

第２　本訪問の背景

当省は，これまで，インドネシアにおいて，独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」

という。）によるインドネシア最高裁判所を実施機関としたプロジェクトに協力したり，

当省独自で同裁判所関係者を日本に招いて共同研究を実施したりするなどして，法制度整

備支援活動を進めてきたところ，平成 27 年 12 月，JICA の新規プロジェクトとして，「ビ

ジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」（以下「本プロジェ

クト」という。）が開始された2。

本プロジェクトは，インドネシア最高裁判所，同法務人権省3 法規総局及び同省知的財

産総局を実施機関として，同国の投資環境改善，経済成長等を図ることなどを目的とする

もので，同国及び同国に投資，進出する日本企業等の双方にとって有意義であると思料さ

れる。

当省は，我が国の特許庁と共に，本プロジェクトに全面的に協力しており，平成 28 年

２月から，検事２名（うち１名は裁判官出身）をインドネシアに JICA 長期派遣専門家と

して派遣しているほか，同国関係者を継続的に日本に招いて本邦研修を実施することも予

定している4。

そこで，日本・インドネシア両国の法務・司法分野における高位者間において，緊密な

関係を構築するとともに，インドネシア側の本プロジェクトへの更なる協力を促し，その

成果を最大限にすることなどを目的として，今般，岩城法務大臣がインドネシアを訪問し

た。

1 本稿における役職はいずれも当時のもの。
2 プロジェクト期間は，平成 32 年 12 月までの５年間を予定している。
3 インドネシア法務人権省は，日本の法務省，内閣法制局，特許庁等の権能を併せ持つ。
4 平成 28 年７月 20 日ないし同月 29 日の間，インドネシア最高裁判所，同国法務人権省法規総局及び

同省知的財産総局の関係者合計 21 名を対象に，本邦研修を実施した。
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第３　インドネシア法務人権大臣との会談

岩城法務大臣は，平成 28 年５月４日，インドネシア法務人権省において，ヤソンナ・

ハモナガン・ラオリー法務人権大臣（以下「ヤソンナ法務人権大臣」という。）と会談した。

この会談では，岩城法務大臣から，両国関係の重要性や，当省が本プロジェクトを重視

していることなどが伝えられ，一方，ヤソンナ法務人権大臣から，これまでのインドネシ

アに対する日本の支援，投資や本プロジェクトに対する感謝の意が伝えられたほか，知的

財産権関連法の規則制定に関する支援，人材育成などといった，本プロジェクト活動に関

する要望や，インドネシア法務人権省及び当省の協力関係の更なる強化について，積極的

かつ具体的な発言がなされた。

岩城法務大臣とヤソンナ法務人権大臣の会談

第４　インドネシア最高裁判所長官との会談

岩城法務大臣は，平成 28 年５月４日，インドネシア最高裁判所において，ハッタ・ア

リ同裁判所長官と会談した。

この会談では，岩城法務大臣から，両国関係の重要性や，当省が本プロジェクトを重視

していることなどが伝えられ，一方，ハッタ・アリ最高裁判所長官から，本プロジェクト

を含めたこれまでの日本から同裁判所への支援に対する感謝が伝えられたほか，知的財産

に関する裁判官のトレーニング教材等の編纂，知的財産関連法令の整備などといった本プ

ロジェクト活動に関する要望や，同裁判所及び当省の協力関係の更なる強化について，積

極的かつ具体的な発言がなされた。
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岩城法務大臣とハッタ・アリ最高裁判所長官との会談後の記念撮影

　　　

第５　JICA プロジェクトオフィス視察

岩城法務大臣は，平成 28 年５月４日，本プロジェクトの各長期派遣専門家らの執務場

所である JICA プロジェクトオフィスを視察訪問した。

前記オフィスでは，安藤直樹 JICA インドネシア事務所所長及び各長期派遣専門家から，

本プロジェクトの現状，インドネシアの公的機関の現状，現地での苦労等について説明が

なされ，一方，岩城法務大臣から，本プロジェクト関係者に対する労いの言葉がかけられた。

岩城法務大臣の JICA プロジェクトオフィス視察
　　　 

　　　　　　　　　　　　

第６　記念式典

平成 28 年５月４日，ジャカルタ市内において，「日本・インドネシア間の司法・法務分

野における協力関係増進記念式典」が盛況に開催された。

この式典には，日本側は，岩城法務大臣をはじめとして，谷﨑泰明駐インドネシア日本

国大使，赤根智子法務省法務総合研究所所長，井倉義伸 JICA 産業開発・公共政策部長，

安藤直樹 JICA インドネシア事務所所長，春日原大樹 JETRO ジャカルタ事務所所長，小

畑郁名古屋大学法政国際教育協力研究センター長・同大学大学院法学研究科教授，福田知
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史ジャカルタジャパンクラブ理事長（丸紅インドネシア社長）ら，インドネシア側は，ヤ

ソンナ法務人権大臣及びハッタ・アリ最高裁判所長官をはじめとして，ラムリ法務人権省

知的財産総局長，シャリフディン最高裁判所副長官，スワルディ同副長官，タクディル同

副長官ら，合計 80 名以上の日本・インドネシア両国の司法・法務，企業関係者らが出席

した。

式典では，ヤソンナ法務人権大臣及びハッタ ･ アリ最高裁判所長官から，改めて，日本・

インドネシア両国の関係の重要性，本プロジェクトへの感謝，期待の言葉が述べられた。

記念式典にて挨拶する岩城法務大臣

ヤソンナ法務人権大臣（左）とハッタ・アリ最高裁判所長官（右）との記念撮影
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記念式典出席者との記念撮影

第７　おわりに

前記のとおり，本プロジェクトは平成 27 年 12 月に開始され，平成 28 年２月に当省か

ら検事２名が JICA 長期派遣専門家としてインドネシアへ派遣されたところ，それらから

間もない時期に，岩城法務大臣がインドネシアを訪問し，本プロジェクトの実施機関の長

であるインドネシア法務人権大臣及び同最高裁判所長官とそれぞれ会談し，当省が本プロ

ジェクトを重視していることを直接伝え，両名から本プロジェクトへの具体的要望等を伺

えたことや，記念式典において，日本・インドネシア両国の法務・司法，企業関係者らが

一堂に会し，両国間の法務 ･ 司法分野における協力関係の重要性を再確認し，率直な意見

交換等により懇親を深めることができたことは，今後本プロジェクトを円滑に進め，その

成果を最大化する上で，非常に意義深いものであったと思われる。

最後となるが，本訪問に多大なご協力をいただいた在インドネシア日本大使館，JICA，

ジャカルタジャパンクラブ等の関係機関の皆様方に，この場を借りて改めて御礼申し上げ

る。
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【部内研修】

法制度整備支援活動の対象国に係る政治，社会，文化等の情勢及び 

言語に係る研究会（ビルマ（ミャンマー）及びインドネシア）について

国際協力部教官

大　西　宏　道

第１　はじめに

　法務省法務総合研究所国際協力部が行う法制度整備支援活動に当たっては，対象国の政

治，社会，文化等の情勢を踏まえて，現地の政府関係者及び司法関係者と直接調整する必

要がある上，法制度整備支援活動が進展し，法案等が作成され，最終的に正式な文書となっ

た場合は，対象国の現地の言語が使用される。このように，法制度整備支援活動において

は，法的知識はもとより，対象国の政治，社会，文化等の情勢に係る知識に加え，対象国

の現地の言語に係る知識について，一定程度備えていることが有用である。

　そこで，我が国の法制度整備支援活動を担う者の能力の向上を図るとともに，効果的な

法制度整備支援活動の実現を図るため，当部で法制度整備支援活動に当たる法務教官等が，

対象国の政治，社会，文化等の情勢と共に現地の言語を研究する機会を設けることとなっ

た。

　研究会の開催に当たっては，大阪大学大学院言語文化研究科の協力を得て，東南アジア

地域の各国の政治，社会，文化等の情勢及び言語を専門とする同科言語社会専攻の教員に

より，同内容の基本的な事項について講義を実施してもらうこととなった。

第２　ビルマ（ミャンマー）研究会について

　平成 28 年６月 28 日（火），大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻の加藤昌彦教

授から，ビルマの政治，社会，文化等の情勢について，ビルマの歴史，ビルマにおける少

数民族の情勢，東南アジアにおける言語分布等を踏まえながら，講義がなされるとともに，

ビルマ人の考え方，生活様式等を踏まえながら，ビルマ語の講義がなされた。

第３　インドネシア研究会について

　平成 28 年７月 11 日（月），大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻の菅原由美准

教授から，インドネシアの政治，社会，文化等の情勢について，インドネシアの歴史及び

宗教，インドネシア人の国民意識等を踏まえながら，講義がなされるとともに，インドネ

シア人の考え方，慣習等を踏まえながら，インドネシア語の講義がなされた。

第４　おわりに

　今後も，ベトナムを対象とした研究会を実施するほか，本年度末までにかけて，複数回

の研究会を実施する予定である。
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知的財産制度に関する部内勉強会

国際協力部教官

野　瀬　憲　範

第１　はじめに

１　７月７日，明治大学法科大学院教授の熊谷健一教授をお招きし，当部関係者を対象

として，知的財産関係についての勉強会を行った。

２　ご案内のとおり，当部が協力する JICA 法整備支援プロジェクトに関し，ミャンマ

ーにおいては，知的財産紛争解決制度についてアドバイザリーグループを立ち上げる

などして同国の知的財産紛争解決制度のスキーム作りに協力をしており，また，イン

ドネシアにおいても，同国最高裁判所を対象として裁判官の知財研修カリキュラム・

教材の作成及び人材育成・知財訴訟・仮処分等の審理手続改善を，インドネシア法務

人権省法規総局を対象として知財関連法細則の改定などの協力をしている。

３　知的財産制度は，非常に専門的かつ国際条約も絡んで複雑で，当部関係者は必ずし

も，同制度等に明るくないことから，同制度の歴史的背景や国際的な動向についてご

講義いただき，今後の執務の参考とすべく本勉強会を開催したものである。

第２　概要

１　講義は，「我が国の知的財産制度の歴史」，「知的財産の保護に関する国際条約と国

際動向の概要」，「知的財産制度の整備支援の現状と課題」の３つのテーマについて，

三部構成で行われた。

２　第一部においては，「江戸時代の産業奨励策」，「明治初期の混乱と制度の創設」，「不

平等条約の解消と外国人の権利保護」，「パリ条約への加盟と欧米の事情」，「我が国の

技術発展への貢献」，「発明奨励事業と第二次世界大戦の勃発」，「企業における特許管

理と提案活動」，「出願の増大と電子化」，「経済のグローバル化の影響」などについて

ご説明いただいた。

３　第二部においては，「工業所有権の保護に関するパリ条約の特徴と問題点」，「文学

的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の特徴と問題点」，「TRIPs 協定（知的

財産の貿易関連の側面に関する協定）の背景と意義」，「特許協力条約（PCT）」，「特

許法条約（PLT）」，「国際特許分類に関するストラスブール協定」，「マドリッド協定

議定書（マドリッドプロトコール）」等の位置づけや意義についてご説明いただいた。

４　第三部においては，TRIPs 協定成立後の途上国に対する支援のあり方，ASEAN 諸

国の課題，今後取り組むべき課題としての世界最速・最高品質の審査の実現，国際連

携の推進などについてご説明いただいた。
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【来　訪】

大阪大学法学部学生らによる国際協力部訪問

国際協力部教官

松　尾　宣　宏

　本年６月 24 日午後，大阪大学法学部・藤本利一教授が，御自身が主宰するゼミの学部

学生ら 13 名とともに，国際協力部（以下，「当部」という。）を訪問されました。

　藤本教授には，当部が本年６月 18 日に実施した公開シンポジウム「法整備支援へのい

ざない」1 における，大阪大学での広報に関して多大な御協力をいただいたのですが，あい

にく，当日は，同大学法学部学生の多くの方々が学内行事と重なり，「法整備支援へのい

ざない」に出席できなかったことから，別の機会に当部を訪問し，学生に法制度整備支援

について講義をしてほしいとの御依頼をいただき，本訪問が実現しました。

　藤本教授と学生の方々には，大阪地方検察庁（当部と同じ建物内にあります）の見学に

引き続き，当部国際会議室にお越しいただき，そこで，当部部長のほか，教官３名でお迎

えいたしました。当部部長から御挨拶をさせていただいた後，当職から，「法整備支援へ

のいざない」の冒頭で行ったプレゼンテーション（「法分野の国際協力の全体像を知る～

法整備支援の担い手たち」）を行い，続けて，当部の湯川亮教官から，裁判官の法制度整

備支援への関わりについてプレゼンテーションを行い，最後に，統括質疑応答を行いまし

た。学生の方々からは活発な発言があったことから，当部の活動や法制度整備支援に更な

る関心をもっていただけたものと思います。

　このような広報は，若い世代の方々に，法制度整備支援や当部の活動に関心をもってい

ただくとともに，当部の教官が改めて法制度整備支援の意義について考えを深めるための

絶好の機会であり，また，訪問された方々からも，「法制度整備支援に対する理解が深ま

った。」「仕事の内容を知ることができる貴重な機会を提供してもらいよかった。」などの

感想をいただくなど，双方にとって，大変貴重な経験になったと思います。

　法制度整備支援の裾野を広げるためにも，当部では，引き続き，このような講義の機会

を積極的に提供していきたいと思います。

　御関心がおありの方は，当部まで遠慮なく御相談くださいませ。

　御訪問をお待ちしております！

1 詳細については，本号における小職の拙稿をご覧いただきたい。
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【講義・講演】

　2016 年５月から同年７月までの期間中，法務総合研究所国際協力部の教官等が行った

講義・講演は下記のとおりである。

記

１　関西大学法科大学院生に対する講義

　　日　時　2016 年５月 26 日

　　場　所　関西大学法科大学院

　　対　象　関西大学法科大学院生

　　テーマ　法制度整備支援と国際協力部

　　担　当　国際協力部教官　松尾宣宏

２　東京地方裁判所における講演

　　日　時　2016 年６月 27 日

　　場　所　東京地方裁判所

　　対　象　東京高裁，東京地裁，東京家裁の裁判官

　　テーマ　法制度整備支援と裁判官の役割

担　当　国際協力部長　阪井光平，国際協力部教官　東尾和幸，国際協力部教官　湯

川亮

３　司法修習生に対する講義

　　日　時　2016 年６月 29 日

　　場　所　大阪地方検察庁

　　対　象　2015 年 12 月採用大阪配属司法修習生（第 69 期）

　　テーマ　法制度整備支援と裁判官の役割

　　担　当　国際協力部教官　湯川亮

４　立命館大学政策科学部生に対する講義

　　日　時　2016 年６月 30 日

　　場　所　立命館大学

　　対　象　立命館大学政策科学部生

　　テーマ　⑴　法制度整備支援と日本の裁判制度

　　　　　　⑵　日本の刑事司法

担　当　国際協力部教官　伊藤浩之，国際協力部教官　横山栄作，国際協力部教官　

東尾和幸
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５　摂南大学看護学部生に対する講義

　　日　時　2016 年７月８日

　　場　所　摂南大学

　　対　象　摂南大学看護学部生

　　テーマ　⑴　法制度整備支援活動

　　　　　　⑵　検事の役割

　　担　当　国際協力部教官　伊藤浩之，国際協力部教官　横山栄作
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専門官の眼

国際協力専門官　　　

岸　田　俊　輔　　

～はじめに～

　国際協力専門官として配置されてから１年半が経過しました。

　私は，平成 19 年 10 月，大阪地方検察庁に検察事務官として採用されました。

　主に捜査公判部門で勤務していく中で，被疑者や被害者を始めとする事件関係者と向き

合い，使命感を持って職務に取り組む検察事務官の役割にとてもやりがいを感じていまし

た。

　検察事務官として今後の進路について考えていた矢先，人事課長から，国際協力部への

異動を打診されました。引き続き検察事務官として捜査公判に従事するか，新たな分野に

挑戦するかで非常に悩みましたが，国際関係の業務に携わることができるのはまたとない

機会だと思いましたので，国際協力部への異動を受諾しました。

　本稿では，国際協力部における専門官の業務を中心に執筆したいと思います。

～国際協力部の業務～

　日本では，政府機関のほか，大学や弁護士会等が「法制度整備支援」を行っています。「法

制度整備支援」とは，端的に言うと，相手国からの要請に応じ，様々な法律の草案作りや

法律家の養成などを支援することです。

　国際協力部では，独立行政法人国際協力機構（JICA）からの協力依頼に基づき，東南

アジアを中心とする支援対象国（ベトナム，カンボジア，ミャンマー等）から研修員（政

府機関職員，法律家等）を日本に招き，各国ごとに異なる内容の研修を実施しています。

この研修では，日本の法分野における実務を知ってもらうため，裁判所を訪問し，あるい

は，法律の理論的な理解を深めるため，研究者等による講義を実施しています。

　研修の企画立案や準備は，教官（検事，裁判官出身者，法務省行政職出身者）の主たる

業務です。また，必要に応じて，研修用教材の作成や研修での講義を教官が行います。

　専門官は，法制度整備支援の重要な活動の一つである研修を円滑に実施するため，主に，

事務的な面からのサポートを行っています。

　研修実施に当たっては，法律理論や実務に詳しい大学の先生方に講師を務めていただい

たり，裁判所等の日本の司法関係機関を訪問したりするため，各方面の協力が不可欠です。

また，各国研修員の母国語を用いて研修を行うので，通訳人の協力も欠かせません。

　そのため，専門官は，例えば，講師や通訳人との日程調整，講師派遣や訪問依頼のため

の正式な文書の作成などの事務を担当します。当然のことながら，講師の先生や訪問先に

は本来の業務があるわけですから，数か月前には予定を決めなければなりませんし，日程

変更があったら速やかに連絡しなければなりません。
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　また，期間中の宿泊ホテルや車の手配等に関しても，専門官が中心となって行い，例え

ば，近距離の移動については天候を想定して，晴天であれば徒歩で，雨天であれば車でと

いうように，あらゆる事態に対応できるようスケジュールを組む必要があります。

　研修とは別に，国際協力部で勤務していると，支援対象国へ出張して，現地で開催され

るセミナーに参加する機会があります。関係機関を訪問し，意見交換や施設見学を通じて

現地の実情も調査します。

　以下，私が担当したインドネシア研修とラオスの現地セミナーについて紹介したいと思

います。

～インドネシア研修～

　インドネシアでは，今般 JICA が，平成 27 年 12 月，インドネシア最高裁判所，同法務

人権省法規総局及び同省知的財産総局（これらの３機関を，以下「実施３機関」という。）

を実施機関とし，知的財産保護制度の強化及び知的財産法令を中心とした法的整合性を確

保するための手続整備を目的とした新規プロジェクトを開始しました。

　平成 28 年７月 20 日から同月 29 日までの間，新規プロジェクトを開始して初めての研

修ということで，実施３機関合同での日本で研修を実施しました。

　ご存じの方も多いと思いますが，インドネシアは，国民（約２億 5,000 万人）の約９割

がイスラム教徒です。これは，一国のイスラム教徒人口としては世界最大です。研修員は

合計 21 名だったのですが，そのうち 17 名がムスリム（イスラム教徒）でした。

　ムスリムは，豚肉を一切食べません（ヒンドゥー教徒は牛肉を食べませんが，これは牛

を神聖なものと考えているためです。一方，イスラム法は豚を不潔・不浄のものと考えて

いるため，ムスリムは豚肉を食べないようです。）。また，イスラム法では，アルコールも

禁忌（タブー）とされています。

　そのため，研修期間中の食事には常に気を遣いました。普段の昼食をどうするかについ

て JICA 担当者と検討し，外食の際には，豚肉は出さず，みりんなどアルコールが含まれ

た調味料も使用しないよう店側にお願いするなどの工夫をしました。研修の公式行事とし

て，意見交換会や懇談会があるのですが，そこでの食事についても同様の対応をしました。

　また，ムスリムは，１日に５回，お祈り（サラート）をしなければなりません。研修中であっ

ても例外ではなく，午後零時過ぎ及び午後３時過ぎにお祈りの時間を設けました。お祈り

前には身を清めるため，手足を洗う必要があります。実は，過去のインドネシア研修で，

研修員が庁舎内のトイレで手足を洗い，周囲を水浸しにして大変なことになったという話

を聞いていました。そこで，今回は，手足を洗った後は専門官がすぐに雑巾で水を拭き取

るという対策を行いました。もちろん，お祈りのための部屋も準備しました。お祈りはメッ

カの方角（日本から見ると西北西）に向かって行わなければいけませんので，スマートフォ

ンの方角アプリを駆使して「西北西」を調べ，研修員にメッカの方角を教えました。

　食材の配慮やお祈り部屋の準備など，研修実施に当たっては考慮すべき点が多々ありま
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すが，研修員が私たちの対応に感謝の気持ちを伝えてくれると，全ての苦労が報われます。

　このように，研修実施に当たっては，互いの信頼関係を築く上でも，相手国の文化・宗

教を尊重し，十分に配慮する必要があると思います。

受講風景

～ラオス現地セミナー～

　昨年７月にラオスへ，現地で開催されるセミナーに参加するため出張しました。

　ラオスは，東南アジアのインドシナ半島を流れるメコン川の中流域に位置する国で，正

式名をラオス人民民主共和国といいます。豊かな自然に囲まれ，国民の大部分は敬虔な仏

教徒で，非常に穏やかな国民性を感じます。

　ラオスの方々と接する機会は多くあったのですが，いつも笑顔で，私がラオス語で挨拶

をすると喜んで日本語で挨拶を返してくれました。

　現地セミナーでは，ラオスの司法機関（裁判所，検察庁，弁護士会）が一堂に会し，今

後，日本の研修で何をテーマとするかなどを話し合う会議が行われました。

　会議の具体的な内容は割愛しますが，専門官は，会議中，議事録係として，会議の主要

事項や討議の状況をパソコンで記録します。会議中は IC レコーダーで議事内容を録音し，

会議終了後，聞き取れなかった内容などを再確認します。こうして作成した議事録は，今

後の研修を企画立案する上での資料になります。

　海外出張での楽しみの一つに，現地での食事があります。

　ラオスの主食は，うるち米ではなく，「カオ・ニャオ」と呼ばれるもち米で，竹で編ん

だ「ディップ・カオ」というおひつに入って出されます。ディップ・カオの中からカオ・ニャ

オをひとつまみ取り，軽く握って固めた後，くぼみを作り，その中におかずを挟み込んで

食べるというのが一般的な食べ方です。

　ラオスの料理は本当においしく，朝食はホテルのバイキングで食べ，昼食と夕食はラオ
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スに派遣されている長期専門家の検事と一緒に首都ビエンチャン市内のレストランなどで

食べて，ラオス料理を満喫しました。

ラオスの主食「カオ・ニャオ」現地セミナーの様子

～終わりに～

　国際協力部へ異動した当初は，検察庁とは異なる業務に右往左往し，今後，果たしてど

うなるのかと不安と焦りの毎日を過ごしました。

　しかし，研修業務を担当させていただいたり，現地セミナーに参加させていただくなど

責任ある仕事を行う中で，少しずつですが専門官の業務に慣れ，専門官としての役割を果

たすことで日々の業務にやりがいを感じるようになりました。

　国際協力部は，法務省の中では新しい部署ですし，専門官の意見も様々な場面で反映さ

れますので，教官も専門官も，固定観念にとらわれることなく業務に邁進しています。

　専門官は，検察事務官だけでなく，法務局職員，矯正施設職員の各出身者がいます。彼

らと共に仕事をする中で，異なる発想や考えに気付かされることが多々あります。国際協

力部で勤務することで，検察庁では出会えなかった仲間と共に仕事ができ，有り難く感じ

ています。

　国際協力という現場で，貴重で得がたい経験をさせていただいていることに感謝し，こ

れまで以上に業務に邁進していきたいと思います。
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各国プロジェクトオフィスから

ミャンマー

カンボジア

ラオス ベトナム

インドネシア

ベトナムでは，去る５月 22 日，第 14 期国会議員及び各レベルの人民

評議会（地方議会に相当）議員を選出する総選挙が行われました。

全国で 6900 万人余りの有権者が，約９万 1500 か所の投票所におい

て，国会議員 500 名，各レベルの人民評議会議員 32 万 2966 名を選出

するというだけではなく，国会議員及び人民評議会議員はいずれも任

期が５年であることから，総選挙は５年に１度の国をあげての大イベ

ントです。もちろん，我々には選挙権はありませんが，国会議員は定

数 500 人のところに 870 人が立候補しており，その中にはカウンター

パートであるベトナム弁護士連合会（VBF）の会長らも立候補しているため，我々専門家も今回の選挙に

は注目しています。

国民による直接選挙であるとか，最近日本でも引き下げられたように，選挙権年齢が18歳以上であるとか，

日本といくつかの共通点もありますが，やはり国も変われば選挙も変わり，外国人である我々からすると

新鮮に感じることも多いです。

国会議員選挙は，いわゆる中選挙区制であり，選挙区ごとに複数名の議員を選出します。しかし，その投

票方法は，日本のように１名の氏名を投票用紙に記入するというのではなく，信任しない候補者を選択す

るらしく，例えば，３人区に５名の候補者がいる場合，投票用紙に記載された５名の候補者氏名のうち，

信任しない２名の候補者の氏名の上に横線を引くのだそうです。

そして，やはり報道を見て最も驚くのは投票率の高さです。報道によると，投票日 22 時時点での統計で

全国の投票率が 98.77％，最も高いイエンバイ省とトゥアティエン・フエ省の２省ではいずれも 99.99％

であり，大都市のハノイ市とホーチミン市ですら，それぞれ 98.47％，99.36％（19 時時点）という高さです。

私は，この投票率がにわかに信じられず，いろいろ聞いて回ったところでは，家族が代理で投票に行くと

か，投票するよう家まで呼びにくるとか，投票箱が病院まで回ってくるなどという話もあり，どうやら間

違いではないようです。

そのほか，投票日が近づくと，選挙を意味する「Bau cu」の語が入っている SMS が送信できないとか，あ

るウエブサイトが見れなくなったなどの噂も飛び交い，あらゆる意味で世間は選挙一色に染まります。制

度の違いはともかくとして，投票率の低さが問題となる我が国と比べると，国民の多くが選挙に大きな関

心を持っていると言うことはできそうです。

そして，肝心の選挙結果ですが，少し間をおき，６月１日に各地域の選挙管理委員会から各レベルの人民

評議会議員の当選者を，国会議員については６月 11 日に国家選挙評議会が当選者を公表する予定である

と発表されています。ハノイ市選管はすでにハノイ市選出の当選者を発表しましたが，全国すべての当選

者が判明しているわけではないようで，どの候補者が当選したとか，落選したとかの噂も飛び交っており，

未だ選挙熱は冷めてはいないようです。

幸い，我々専門家に対するカウンターパートによる総選挙は予定されていませんが，心の中で横線を引か

れないよう，たゆまぬ努力をしなければと思う次第です。

� （ベトナム長期派遣専門家　川西　　一）
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されました。国家主席の交代は 2006 年６月８日以来の約 10 年振り，首相の交代は前首相のトーンシン・

タムマヴォン氏が 2010 年 12 月 23 日に就任して以来の約５年４か月振りとなります。また，同国会では，

各省大臣等も選ばれており新内閣が発足しております。

プロジェクトに関係するところでは，まず，前内閣で司法大臣を務めておられたブンクート・サンソムサ

ック氏が首相府付きの大臣に就任され，後任にはサイシー・サンティヴォン氏が就任されました。サイシ

ー司法大臣は，2014 年～ 2015 年の間，内務大臣を務めた経験がある方との情報を得ております。ブンク

ート氏には司法大臣として日本に来日し，司法関係機関，外務省，JICA との関係緊密化にご尽力いただ

くとともに，日本からの支援協力に大いに信頼を置いていただいていたので，この交代を寂しく感じてお

りますが，引き続き，サイシー司法大臣からも同様の信頼を獲得すべく，尽力したいと思います。

最高人民裁判所長官と最高人民検察院の長官には変更がありませんでしたので，カウンターパート機関の

長で変更があったのは，上記のとおり，司法大臣のみでした。

次に，カウンターパート機関以外では，民法典起草活動で大変お世話になってきました国会法務常務委員

会委員長のダヴォン・ワーンヴィチット氏がご勇退され，新たにサイトーン・ケオドゥアンディ氏が同委

員長に就任されました。サイトーン氏は日本への留学経験もある方で，ビエンチャン高校で教師を経験さ

れ，直近では，ビエンチャン首都の副知事を務めておられました。

このようにラオス政府の体制が新たになり，ラオスの法治国家実現の目標年となっている 2020 年までの

重要な５年間がこの新政府によって行われることとなります。これまで長くお世話になった方の引退，緊

密な関係を築き得た方の交代など，新政府発足がプロジェクトに与える影響も少なくございませんが，従

前どおり，結果や成果だけに捉われず，ラオス側メンバーに寄り添いながら進める日々の地道な活動の中

で培われてきたラオス側からの信頼感を基に，皆様のお力添えを得ながら，日本ならではの協力を進めて

いきたいと思っております。

� （ラオス長期派遣専門家　須田　　大）

カンボジアは本当に泥棒が多く，身近でも盗難被害が多数発生してい

ます。私の知り合いの日本人女性は，路上でショルダーバッグをひっ

たくられた際に転倒し，肩を脱臼しました。通常，カンボジアで盗ま

れた物は二度と戻ってこないわけですが，最近，それが戻ってきた事

例が話題になりました。

東南アジア諸国を自転車で旅していた日本人の男性が，カンボジアの

プノンペンで自転車を盗まれました。彼は，自転車を取り戻すため，

何日もかけて中古自転車屋などを探し歩いていたところ，かわいそう

に思ったあるカンボジア人が，彼の自転車の画像をフェイスブックに

投稿して，みんなで彼の自転車を探してあげようと呼びかけました。その投稿は，多くの人にシェアされ

てあっという間にカンボジア中に拡散され，数日後，プノンペン郊外の下町で彼の自転車が発見されて，

無事に警察に届けられ，彼に引き渡されました。この騒ぎを聞きつけたカンボジアの情報大臣が，彼と面

会して記念品を贈呈し，彼は無事に自転車で陸路ベトナムに向かいました。

� （カンボジア長期派遣専門家　辻　　保彦）

ラオスでは，今年３月 20 日，５年に１度実施される国民議会選挙が

行われ，定数 149 名のところ 211 名が立候補し議席が争われました。

これに先立つ今年１月，ラオス人民革命党の第 10 回党大会では，党

中央委員会書記長兼国家主席であったチュンマリー・サイニャーソン

氏が引退し（同氏は党中央委員会顧問に就任），ブンニャン・ウォー

ラチット氏（前国家副主席）が党書記長となり，４月 20 日から 23 日

にかけて行われた第８期国会において，そのブンニャン氏が新国家主

席に，トンルン・シースリット氏（前副首相兼外相）が新首相に選出
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ミャンマーでは，新しい政権が誕生して２ヶ月あまり経ちましたが，

少しずつ省庁の内部も変わりつつあるようです。ミャンマーの省庁は

レター，レターで何事も書類がないと進まなかったのですが，来月予

定している契約実務ダイアログを連邦法務長官府（UAGO）に提案する

にあたっては，メールで申請，返答もメールでなされました（もちろ

ん実際に会ってダイアログの内容を説明する必要はあります。）。大し

たことはないかと思われるかも知れませんが，これまでの経緯からす

ると驚天動地，前代未聞の出来事でした。メールなどを利用するよう

になれば，コミュニケーションも容易になり，大歓迎です。

ところでネピドーでも最近一週間は雨も降り始め，雨季の入り口にさしかかったようですが，それ以前，

５月中旬は暑くて暑くて死にそうでした。クーラーも全く効かず，扇風機をつけても熱風が吹きつけ，周

りのミャンマー人も今年は異常だと言っていました。

明日６月１日からようやくナショナルスタッフが１名加わります。米国の４年生大学を卒業した才女でこ

ちらの方が緊張しております。

愛想をつかされて他の国際機関に引き抜かれないよう，心して頑張りたいと思います。

（ミャンマー長期派遣専門家　小松　健太）

ジャカルタの渋滞は極めて酷く，渋滞を語ることなく予定を決めるこ

とはできません。

当局も，トランスジャカルタ（専用レーンと専用停留所を有するバス

輸送システム）の路線拡充等，対応策を打ち出しているようなのです

が，目に見える成果は上がっていません。

これまでは，朝夕のラッシュ時，都心部の主要幹線道路に「３ in １」

という規制が実施されていました。

これは，四輪車（バス，タクシーを除く。）に関し，運転手を含め乗

員が３人以上でなければ，当該道路に乗り入れてはいけない，というものでした。

一見，２人以下しか乗っていない四輪車を排除できそうなのですが，この規制は，「ジョッキー」という

新たな職業を生み出す元となりました。

つまり，規制地域に入る前付近の道路脇に，多くの人々が立ち並び，有料で一時的な同乗者になってくれ

るのです。

ジョッキーの中には，乳幼児を抱いた母親（母子で計２人になります。）も多く，途中で泣き出すことが

ないようにと薬で子供を眠らせていたケースもあったということで，児童労働という重大な人権侵害を惹

き起こしているなどとの批判が高まりました。

こうした声を受けて，２０年以上も続けられていた「３ in １」は，本年５月１６日に廃止されました。

当局は，来年，自動収受式ロードプライシング制度を導入するとしていますが，それまでの「つなぎ」と

して，７月２７日から奇数・偶数ナンバー規制が試験的に始まるそうです。

あらゆる物事が予定通りにいかない当地において，これらの施策が今後どのようになっていくのか不透明

といわざるを得ませんが，私の赴任期間中に渋滞問題が解決しないのは間違いなさそうです。

（インドネシア長期派遣専門家　間明　宏充）
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－ 編　集　後　記 －

　毎年暑くなっているように感じる日本の夏ですが，この 68 号が発刊される頃には，少

し暑さも落ち着いて，読書の秋が訪れようとしている頃かと思います。夏の疲れを癒やす

涼しい秋の夜長には，是非本誌を手に取りゆっくりと読書をお楽しみください。

　さて，本号の「巻頭言」は，本年６月に法務総合研究所長に就任した佐久間達哉所長に

「法総研所長に着任して」を執筆いただきました。

　佐久間所長の法整備支援に対する思いが，これまでのご自身のご経験を振り返りつつ著

されており，その眼差しからは法整備支援が抱える問題点に対する鋭さと法整備支援に携

わる者に対する温かさが伝わってまいります。

　寄稿においては，日本貿易振興機構アジア経済研究所の山田美和様に「法制度整備支援

と『ビジネスと人権に関する国連指導原則』－すべては人々の人権のために－」と題して

執筆いただきました。同原則の成立過程や内容を紹介していただいた上，法制度整備支援

が同原則の具現化に資する旨の，我々には「エール」とも思えるメッセージを頂戴いたし

ました。我々は，法制度整備事業を行うにあたり，同原則を座右の銘とする必要があると

実感した次第です。

　また，大阪大学大学院法学研究科教授仁木恒夫様からは「東ティモール社会における調

停の発展可能性」を執筆いただきました。東ティモールを舞台に書かれておりますが，提

起されている現地の慣習・伝統と法制度整備支援の調和という問題は，法制度整備支援対

象国に普遍的に見受けられるのではないでしょうか。

　特集においては，当部の国際研修には欠かせない存在である各国通訳人の３名に執筆い

ただいております。法制度整備支援という特殊な分野での通訳及び翻訳をするにあたり，

それぞれに試行錯誤をされたこと，通訳対象国への思い入れなど，法制度整備支援の難し

さや面白さを違った視点から感じられる読み応えのある内容となっております。

　外国法制・実務では，各国からの「2015 年ベトナム民事訴訟法の概要」，「2015 年ラオ

ス憲法改正の要点」，「カンボジア民法の紹介～危険負担～」，「ミャンマーの民事裁判にお

ける当事者主義⑴」，「インドネシア和解・調停制度強化支援プロジェクトの思い出とその

後のソフトな法整備支援」，「新たな民法の制定に向けて～ネパール法整備支援の現場から

⑴～」，「中国行政訴訟法の改正条文等について⑴」を掲載しました。

　各国における専門家からの法改正等の最新の情報を知ることができます。

　活動報告【会合】では，「法整備支援へのいざない」を掲載しました。本シンポジウム

の内容はもちろんですが，当日の会場を来場者で満杯にするまでの当部広報活動の様子や，

166

ICD68G-27.indd   166 2016/09/16   11:05:19



カラーで掲載できないことが残念なほど完成度の高いフライヤーなど，本シンポジウムの

魅力が様々な角度から伝わってまいります。

　活動報告【国際研修・共同研究】では，「第 17 回日韓パートナーシップ共同研究（日本

セッション）」，「ミャンマー法整備支援プロジェクト第７回本邦研修」，「ミャンマー現地

セミナー（和解・調停）」，「インドネシア法・司法人材育成強化共同研究」を，【海外出張】

では，「法務大臣インドネシア共和国訪問」をそれぞれ掲載しました。

　なお，今号より，当部の活動内容について更に詳しくお伝えできるように【部内研修】

及び【来訪】の項目を新設し，それぞれ活動内容を掲載しております。

　また，【講義・講演】では，2016 年５月から同年７月までの期間中に，当部で行った講義・

講演を掲載しました。

　いずれも，当部の法制度整備支援活動の最新状況を簡潔かつ的確にお伝えする内容と

なっております。

　岸田国際協力専門官による「専門官の眼」では，当部専門官の業務内容や，ご自身の経

験談が丁寧に綴られています。実際に経験したからこその気付きや楽しみが詰まっている

大変興味深い記事となっております。

　最後になりましたが，ご多忙の中ご寄稿くださいました皆様に厚く御礼申し上げます。

関係者の皆様におかれましては，今後とも当部の事業に対し更なるご協力を賜りますよう，

何とぞよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務事務官　鎌田真梨子
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